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〈事業所のフロー〉

〈7〉 令和 2 年 5月1日号 第 424号〈第三種郵便物認可〉
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
が
日
本
に
も
広
が

っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
、
４

月
７
日
に
７
都
府
県
に
特
別

措
置
法
に
基
づ
く
緊
急
事
態

宣
言
を
発
出
し
て
い
た
政
府

は
16
日
、
対
象
を
全
都
道
府

県
に
拡
大
し
た
。
期
間
は
５

月
６
日
ま
で
。
国
内
の
感
染

者
数
は
１
万
人
を
突
破
す
る

な
ど
急
増
し
て
お
り
、
い
つ
、

誰
が
感
染
し
て
も
お
か
し
く

な
い
よ
う
な
状
況
に
あ
る
。

　

そ
の
一
方
、
自
治
体
等
か

ら
休
業
要
請
さ
れ
る
業
種
も

あ
る
中
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は

生
活
必
需
サ
ー
ビ
ス
と
し
て

十
分
に
感
染
拡
大
防
止
対
策

を
講
じ
つ
つ
、
事
業
を
継
続

す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
自

社
で
感
染
者
が
出
た
場
合

や
、
従
業
員
が
「
濃
厚
接
触

者
」
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、

ど
の
よ
う
に
行
動
す
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
？

　

日
本
商
工
会
議
所
で
は
、

保
健
所
等
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

実
施
し
、
感
染
者
の
発
生
に

関
す
る
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
を

作
成
（
左
図
は
そ
れ
を
分
か

り
や
す
く
表
し
た
も
の
）
。

ま
た
、
「
感
染
者
が
発
生
し

た
場
合
に
事
業
者
が
行
う
手

続
き
等
に
つ
い
て
」
を
案
内

し
て
い
る
。
有
事
の
た
め
、

今
後
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
現
段
階
で
は
こ
れ
を
全

国
的
な
指
針
と
考
え
て
よ
さ

そ
う
で
、
以
下
で
主
な
ポ
イ

ン
ト
を
紹
介
す
る
。

　

な
お
、
感
染
者
が
出
た
場

合
、
所
在
地
を
管
轄
す
る
保

健
所
の
指
示
に
従
う
こ
と
に

な
る
た
め
、
不
明
点
等
を
尋

ね
る
際
は
厚
生
労
働
省
や
都

道
府
県
で
は
な
く
保
健
所
に

問
い
合
わ
せ
る
の
が
良
い
。

◆
７
項
目
の
手
続
き

　

日
本
商
工
会
議
所
で
は
、

感
染
者
が
発
生
し
た
場
合
の

対
応
に
つ
い
て
、
①
感
染
者

の
発
生
を
知
る
、
②
疫
学
調

査
の
対
応
準
備
を
す
る
、
③

保
健
所
の
積
極
的
疫
学
調
査

に
協
力
し
、
命
令
・
指
導
を

受
け
る
、
④
保
健
所
の
命

令
・
指
導
に
従
い
、
消
毒
お

よ
び
濃
厚
接
触
者
の
管
理
を

行
う
、
⑤
さ
ら
に
感
染
者
が

発
生
し
た
場
合
、
⑥
自
宅
待

機
期
間
が
終
了
し
た
者
に
つ

い
て
、
⑦
全
員
が
職
場
復
帰

す
る
ま
で
、
濃
厚
接
触
者
の

管
理
を
継
続
す
る—

の
７

項
目
に
手
続
き
を
分
け
て
い

る
。

①
感
染
者
の
発
生
を
知
る

　

ま
ず
感
染
が
判
明
す
る

と
、感
染
者
は
隔
離
さ
れ
る
。

居
住
地
の
保
健
所
よ
り
、
勤

務
先
に
つ
い
て
聞
き
取
り
調

査
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
感

染
者
の
居
住
地
の
保
健
所
は

勤
務
先
を
管
轄
す
る
保
健
所

に
対
し
、
疫
学
調
査
を
実
施

す
る
よ
う
に
依
頼
す
る
。

　

事
業
者
は
管
轄
保
健
所
か

ら
の
疫
学
調
査
実
施
の
連
絡

に
よ
り
、
職
員
の
感
染
を
知

る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
感

染
者
発
生
後
の
営
業
は
事
業

④
保
健
所
の
命
令
・
指
導
に

従
い
、
消
毒
お
よ
び
濃
厚
接

触
者
の
管
理
を
行
う

　

保
健
所
か
ら
必
要
に
応
じ

て
、
事
業
所
の
消
毒
（
必
要

な
範
囲
及
び
使
用
す
る
薬
剤

と
方
法
）
の
命
令
や
、
感
染

者
が
触
れ
た
可
能
性
の
高
い

消
耗
品
の
廃
棄
に
つ
い
て
要

請
を
受
け
た
場
合
、
速
や
か

に
行
動
に
移
る
。
消
毒
費
用

は
事
業
所
の
自
己
負
担
と
な

る
。
専
門
業
者
が
必
要
な
場

合
や
自
力
で
対
処
可
能
な
場

合
が
あ
り
、
保
健
所
の
命
令

の
内
容
に
よ
る
。

　

対
策
責
任
者
は
、
保
健
所

の
命
令
を
受
け
た
部
分
の
消

毒
が
完
了
す
る
ま
で
、
可
能

で
あ
れ
ば
非
濃
厚
接
触
者
も

含
め
出
勤
を
控
え
さ
せ
る
。

　

消
毒
の
範
囲
は
感
染
者
や

濃
厚
接
触
者
が
ど
こ
で
ど
の

よ
う
な
作
業
を
し
て
い
た
か

に
よ
っ
て
様
々
な
ケ
ー
ス
が

あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
横
浜

市
保
健
所
は
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
は
飛
沫
感
染
、
接

触
感
染
が
感
染
ル
ー
ト
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ク
リ

ー
ニ
ン
グ
店
の
場
合
、
店
舗

で
は
入
口
や
受
付
周
辺
、
工

場
で
は
感
染
者
の
持
ち
場
や

機
械
の
接
触
面
な
ど
」
さ
ら

に
、「
状
況
に
よ
っ
て
は
品

物
の
洗
い
直
し
も
必
要
と
な

る
。
店
舗
で
感
染
者
が
出
た

場
合
は
そ
の
店
舗
で
受
け
た

分
の
み
で
済
む
が
、
工
場
の

場
合
は
膨
大
な
量
の
品
物
の

洗
い
直
し
が
迫
ら
れ
る
ケ
ー

ス
も
あ
り
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

業
者
が
特
に
注
意
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
は
、
工
場
で

感
染
者
の
発
生
を
防
ぐ
こ

と
」
と
説
明
し
て
い
た
。

■
感
染
者
発
生
の
公
表
も
事

業
者
が
判
断

　

全
て
の
濃
厚
接
触
者
（
自

宅
待
機
者
・
通
常
出
勤
者
）

の
双
方
に
つ
い
て
、
毎
日
健

康
状
態
（
体
温
、
咳
、
倦
怠

感
の
有
無
な
ど
）
を
自
己
チ

ェ
ッ
ク
さ
せ
、
毎
日
そ
の
結

果
を
取
り
ま
と
め
て
保
健
所

に
報
告
し
、
異
常
が
認
め
ら

れ
た
場
合
に
は
保
健
所
の
指

示
に
従
う
。
濃
厚
接
触
者
に

関
す
る
保
健
所
と
の
や
り
取

り
は
個
人
情
報
を
含
む
た

め
、
取
り
扱
い
は
十
分
注
意

し
た
い
。
な
お
、
こ
の
点
も

誤
解
さ
れ
や
す
い
が
、
感
染

者
の
発
生
を
対
外
的
に
公
表

す
る
よ
う
に
保
健
所
が
指
示

す
る
こ
と
は
な
い
。
お
客
や

地
域
社
会
へ
の
対
応
上
の
必

要
に
応
じ
て
、
適
宜
判
断
す

る
。

　

ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
、
⑤

以
降
は
割
愛
す
る
が
、
最
後

に
改
め
て
ポ
イ
ン
ト
を
記
載

す
る
。

①
感
染
者
が
出
て
も
強
制
的

な
営
業
停
止
は
な
い

②
濃
厚
接
触
者
で
も
体
調
に

異
常
が
な
い
場
合
、
対
策
責

任
者
の
判
断
で
出
勤
可
能

③
消
毒
費
用
は
自
己
負
担

④
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
に
お
い

て
特
に
注
意
す
べ
き
は
工
場

で
の
発
生
を
防
ぐ
こ
と

⑤
感
染
者
が
出
た
場
合
の
公

表
義
務
は
な
い

　

な
お
、
企
業
が
従
業
員
を

休
業
さ
せ
た
場
合
に
支
給
す

る
「
雇
用
調
整
助
成
金
」
も

あ
り
、
詳
細
は
事
業
者
を
管

轄
す
る
労
働
局
ま
で
。

者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
、
現

時
点
で
は
行
政
に
よ
る
強
制

停
止
は
な
い
そ
う
だ
。

②
疫
学
調
査
の
対
応
準
備
を

す
る

　

疫
学
調
査
の
た
め
に
保
健

所
の
職
員
が
到
着
す
る
ま
で

の
間
に
、
感
染
者
が
在
籍
し

て
い
た
部
署
が
あ
る
フ
ロ
ア

ー
全
体
の
見
取
り
図
と
個
人

名
入
り
の
座
席
表
を
用
意
し

て
お
く
。

③
保
健
所
の
積
極
的
疫
学
調

査
に
協
力
し
、
命
令
・
指
導

を
受
け
る

　

保
健
所
職
員
が
濃
厚
接
触

の
可
能
性
が
あ
る
者
と
個
別

に
面
談
し
、
濃
厚
接
触
者
の

特
定
と
行
動
把
握
を
行
い
、

濃
厚
接
触
者
の
中
で
、
体
調

に
異
常
が
認
め
ら
れ
る
者
に

つ
い
て
は
検
査
を
行
う
と
と

も
に
最
終
接
触
日
か
ら
２
週

間
の
自
宅
待
機
を
要
請
す

る
。
濃
厚
接
触
者
と
は
、
マ

ス
ク
の
着
用
等
を
せ
ず
に
、

感
染
者
に
手
で
一
定
時
間
触

れ
た
者
、
ま
た
は
目
安
と
し

て
２
ｍ
以
内
で
一
定
時
間
会

話
な
ど
の
接
触
が
あ
っ
た
者

―
―
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
濃
厚
接
触
者
と
特

定
さ
れ
た
者
で
も
体
調
に
異

常
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、

自
宅
待
機
は
事
業
所
の
責
任

者
（
対
策
責
任
者
）
の
判
断

に
任
せ
ら
れ
る
。
必
ず
し
も

濃
厚
接
触
者
＝
自
宅
待
機
、

で
は
な
い
。
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感
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